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令和 4年４月診療報酬改定更新後の不具合について 

 

拝啓 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和 4年 3月 24日提供のマスタ更新後に施設基準コードがクリアされ、自動算定項目が算

定できない不具合が発生しております。 

以下の状況に該当するお客様に関しましては、施設基準設定を変更していただく必要がございま

す。下記の手順に沿ってご確認、設定の変更をお願い申し上げます。 

敬具 

記 

■ 発生条件 

小児科外来診療料における機能強化加算について、システム管理マスタ「1006：施設基準情

報」にて、「選択コード：121（小児科外来診療料）」を設定していた場合 

 

■ 不具合内容 

機能強化加算が算定されない 

 

■ 対処方法 

「選択コード：3681（小児科外来診療料）」にてフラグを「1」に設定する 

 

■ 配信スケジュール 

 近日中 
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① 「91 マスタ登録」を選択します。 

 

 

② 「101 システム管理マスタ」を選択します。 
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③管理コードにプルダウンより「1006：施設基準情報」を選択し、画面が切り替わるまで Enter

を押下します。

 

 

④選択コードに「121」と入力し Enter を押下します。小児科外来診療料のフラグが「1」になっ

ていることを確認してください。 

※フラグが「0」のお客様につきましては、今回の不具合には該当しないため、「F1 戻る」で画

面を終了してください。 
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⑤選択コードに「3681」と入力し Enter を押下します。小児科外来診療料のフラグが「1」を入

力し、確定します。 

 

 

以上で作業は終了です。 


